
 

議
第
二
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
た
め
の
駐
車
施
設
の
適
正
な
利
用
の
推
進
） 

第
八
条
の
二 

県
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
自
ら
の
意
思
で
自
由
に
移
動
し
、
社
会
、
経
済
、

文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
高
齢
者
、

障
害
者
等
の
た
め
の
駐
車
施
設
の
適
正
な
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、
利
用
証
の
交
付
そ
の
他
の

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
の
協
力
の
下
、
車
椅
子
使
用
者
が

円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
駐
車
施
設
の
ほ
か
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
駐
車
施
設
の
確
保
及
び
同
項
に
規
定
す
る
利
用
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
よ

る
こ
れ
ら
の
駐
車
施
設
の
優
先
的
な
利
用
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

県
、
県
民
及
び
事
業
者
は
、
相
互
に
協
力
し
、
第
一
項
の
駐
車
施
設
を
円
滑
に
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

県
は
、
社
会
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉

県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 



 

 
 

令
和
五
年
三
月
一
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

議 

会 

議 

員 
 

 

小 

島 
 

信 

昭 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

神 

尾 
 

髙 

善 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

立 

石 
 

泰 

広 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

村 
 

 

実 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

齊 

藤 
 

邦 

明 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

須 

賀 
 

敬 

史 
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
久
保 

 

憲 

一 
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

宇
田
川 

 

幸 

夫 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

澤 
 

圭
一
郎 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千 

葉 
 

達 

也 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
谷
野 

 

五 

雄 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

白 

土 
 

幸 

仁 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

横 

川 
 

雅 

也 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
屋
敷 

 

慎 

一 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

梅 
澤 

 

佳 

一 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新 

井 
 

一 

徳 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

武 

内 
 

政 
文 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

川 
 

真
一
郎 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡 

地 
 

 
 

優 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

荒 

木 
 

裕 

介 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新 

井 
 

 
 

豪 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

永 

瀬 
 

秀 

樹 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

細 

田 
 

善 

則 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡 

田 
 

静 

佳 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内 

沼 
 

博 

史 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯 

塚 
 

俊 

彦 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浅 

井 
 

 
 

明 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松 

澤 
 

 
 

正 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉 

良 
 

英 

敏 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

美 

田 
 

宗 

亮 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤 

井 
 

健 

志 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木 

下 
 

博 

信 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

関 

根 
 

信 

明 



 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松 

井 
 

 
 

弘 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

渡 

辺 
 

 
 

大 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 

橋 
 

稔 

裕 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

阿
左
美 

 

健 

司 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

杉 

田 
 

茂 

実 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

川 
 

直 

志 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

川 
 

誠 

司 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
た
め
の
駐
車
施
設
の
適
正
な
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、
利
用
証
の
交
付

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
旨
を
定
め
る
等
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す

る
も
の
で
あ
る
。 

 


